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インターネット消費者取引連絡会（第 43 回）議事要旨 

 

 

１．日 時：令和３年 12 月 23 日（木） 14 時～16 時 

２．場 所：Web 会議 

３．出席者：別紙参照 

４．議題：マッチングアプリ 

（１）発表 

（２）意見交換 

（３）その他 

 

５．議事概要 

（１）上記４（１）について 

三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社 五味様から「マッチングアプ

リの動向整理」（資料１）について説明。 

独立行政法人国民生活センター 玉木様から「国民生活センター報告資料」（資

料２）について説明。 

（２）上記４（２）について 

株式会社エウレカ 長島様から「株式会社エウレカ説明資料」（資料３）につい

て説明。 

株式会社タップル 伊香賀様から「株式会社タップル消費者保護の取組みについ

て」（資料４）について説明。 

株式会社ネットマーケティング 藍澤様から「株式会社ネットマーケティング説

明資料」（資料５）について説明。 

（３）上記４（３）について 

発表等を踏まえ、意見交換。主な発言は以下のとおり。 

 

・  資料２の事例にもあったように、マッチングアプリや SNS 等から外部の海外の投資

サイトに誘導され、暗号資産や FX の投資等に送金してしまうといった被害に関する

相談が多くなっている。 

こうした勧誘を行う悪質な会員はマッチングアプリにおける本人確認をすり抜け

ているのか、もしくは会員本人として登録し、問題のある行動を起こしているのか。 

また、外部の投資サイトに誘導する際、外国人を騙るケースがあるが、海外に住ん
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でいる外国人の会員登録は可能なのか。もしくは、日本人として登録しながら、海外

在住と偽っているのか。 

・  当社は本人確認ステップを２つに分けて実施しており、ステップ１で公的証明書の

提出、ステップ２で eKYC による本人確認を行っている。また、AI 等を活用してアカ

ウントの不審な動きを自動的に検出し、利用を制限する措置等を実施している。 

海外居住者の会員登録について、当社のサービスでは海外の IP アドレスでの登録

はできない状態にしている。海外でも利用したいユーザーや一時的に海外にいて将来

は日本に帰ってくる前提で利用したいというユーザーもいると思うが、安心・安全に

利用するための対策の強化という観点でこうした措置を実施している。 

・  当社も本人確認はステップ１とステップ２に分けている。ステップ１をすり抜ける

ケースとして、保険証等顔写真がない身分証を利用する場合が考えられる。またステ

ップ２をすり抜ける悪質な事業者も確認しており、書類もかなり本物に近いものだが、

同じ写真を利用して複数の別の名前で登録するケースも存在する。本人確認ステップ

２を全ユーザーに浸透させていくことに取り組んでいる。 

外国人を名乗るケースについては、当社では実際に不正が確認された地域に限定し、

IP アドレスを制限している。 

・  当社も同様に一部 eKYC がまだ使われていない状況だが、キーワードベースで外部

サイトへ誘導するような動きが検知され次第、オペレーターが目視で確認を行い、退

会処分を行うといった対応をしている。 

また、当社は一律で海外からの IP 制限をかけており、海外居住の方は一切利用で

きない。 

・  本人の身に覚えがなく、マッチングアプリのアカウントが停止になったという相談

が寄せられる。どういったことが原因だと考えられるか。 

・  たとえば、未成年の利用、性的なコンテンツ、誹謗中傷、既婚者による利用等多様

な事例を禁止事項としているので、ユーザーによっては認識していない禁止事項があ

った場合、身に覚えがない退会が起こり得ると考えられる。 

・  他のユーザーへの迷惑行為については、どこまでを迷惑行為とするか判断が難しい

場合があると思うが、アカウント停止の理由になり得るか。 

・  利用規約の中で定めている禁止事項に抵触するものであれば、利用停止の対象にな

る。場合によっては一度警告し、改善が見られない場合利用停止とする２段階での対

応もある。他のインターネット上のサービスでは利用停止までは至らなくても、マッ

チングアプリでは禁止事項に抵触する場合があり、他のサービスと比べて利用停止の

対象範囲が広いと感じるユーザーがいる可能性はある。 
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・  アカウントの停止理由にはいろいろなケース考えられるが、基本的には利用規約に

違反しているユーザーに対して強制退会という措置をとるため、ルールの認識がすり

合っていないことが考えられる。より分かりやすい警告内容や周知方法等、認識をす

り合わるための取組について、社内でも継続的に議論している。 

他のユーザーからの通報がたまっているユーザーについては、当社で独自の閾値を

定めて対応等をしているが、デート時のトラブルが原因で通報され、サービス側で警

告を出す機会がないケースもある。その場合、予告なく突然強制退会されたと受け取

られてしまうのではないかと考えている。 

・  警告があればよいと思うが、突然アカウントが利用停止になってしまうと、ユーザ

ーは、気が付かない間に相当な利用規約違反をしてしまったのではないかと想像して

しまう。警告のない強制退会を行う場合の考え方を教えていただきたい。 

・  違反の内容に応じて警告を送り段階的に対応するものと、即座に利用停止しなけれ

ばならないと判断をするものとレベルを分けて対応している。 

・  当社も利用規約に違反しているユーザーを強制退会させる等処分している。退会フ

ローはシステムによるものと手動によるものに分かれている。 

システムによるものについては、ブラックリストに登録されている、あるいは明ら

かに悪質な行為を行っているユーザーをシステムで検知し予告なくシステムにより

退会さている。 

一方、手動による場合は、システムで検知した疑わしいユーザーが通知され明らか

な利用規約違反が確認できた場合手動で退会させる方法と、他のユーザーからの申告

によりレベルを設けて対応する方法がある。ユーザーからの申告や報告によるパター

ンのレベルとしては、たとえば、薬物の使用をほのめかすといったメッセージの内容

に明らかな問題がある場合はオペレーターが目視で確認し、即座に退会させるなどの

対応をしている。 

・  強く言われた等人によっては受け取り方が変わるような場合、イエローカードとい

う形で警告をし、改善が見られずに同じような申告がたまった場合は退会処分にする

といった幾つか段階を設けた対応も行っている。 

・  最終的にはサービス側で細かく判断し、処分を決めているのか。 

・  基本的には疑わしいものはオペレーター等人の判断を取り入れている。 

・  期待していたサービスではなかったので辞めようと思ったが、会費が月単位なので、

途中解約ができず、不満だという相談が話あった。たとえばトラブルに巻き込まれて

解約を希望するユーザーに対して、被害の内容によって会費の返金等の補償はあるか。

また、返金以外の被害救済の仕組みはあるか？ 
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・  直接の回答ではないが、悪質なユーザーによるアカウントを作成できないようにす

る、速やかに利用停止にする等トラブルを未然に防ぐことがまず重要である。また、

恋愛に関するサービスは冷静な判断ができなくなる可能性もあるため、注意喚起によ

る利用者のリテラシー向上についても、継続して取り組む必要がある。 

事後の対応については、警察から照会があった際、必要な情報を法令に適合する範

囲内で提供する等協力を行っている。 

・  当社ではユーザーから被害に遭った等の申告があった場合、ユーザーに対して警察

への連絡等を促して、警察からの照会に情報提供するという形で対応している。返金

補償についてはケースバイケースで対応している。 

・  当社は返金を利用規約上明記しており、規約に基づき返金をしている。場合によっ

ては、規約以上の対応をすることもある。 

また、被害に遭った際はまず警察への相談を案内し、照会があり次第、提供できる

情報を最大限提供していくといった対応をしている。 

・  ユーザーが問合せや相談をする際のツールとして、社内にどのような窓口を用意し

ているか。また、消費生活センター等相談機関が直接相談するような窓口はあるか。 

・  ユーザーの直接の問合せ先として、カスタマーサポートの連絡先を用意している。 

カスタマーサポートの連絡先以外で、相談機関からの専用の問合せ窓口はないが、

今後、必要に応じて意見交換をさせていただければと思っている。 

・  当社はユーザーの窓口として、メールでのカスタマーサポートを基本とし、加えて

LINE 通話も受け付けている。 

ユーザー以外の窓口については、基本的にはカスタマーサポートに連絡いただくか、

当社ホームページ経由で連絡いただいた際に、適切な担当者が対応している。 

・  当社では、一元的に問合せフォームからのメールによる対応を行っている。ただし、

情報開示請求等の照会については、現場の責任者の直通の電話番号をお渡して、個別

に電話等でやりとりをしている。 

・  個人情報の取扱いについて、退会後は写真の画像データも全て破棄されるのか。ま

た、退会後どれぐらいの期間保管されているのか。 

・  年齢確認で使用した画像については、年齢確認後 72 時間以内に速やかに削除して

いる。氏名や生年月日については、退会後も一部悪質ユーザーの検知等に利用するた

め、退会後 90 日間保管している。 

・  データライフサイクルポリシーをグループ全体で策定している。 

本人確認書類について、具体的な日数は開示していないが、個人情報保護や安全対

策とのバランスを考慮した上で、適切な保存期間を定めている。 
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・  当社では、年齢確認書類は退会後 90 日で削除している。個人情報については、退

会時に削除している情報もあるが、個人情報の種類に応じた保存期間を定めている。 

例外として、悪質ユーザーや不正ユーザーと検知された場合の個人情報の取扱いに

ついては、再登録の防止に役立てるといった観点で、一般ユーザーと区別している。
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（別紙） 

第 43 回インターネット消費者取引連絡会出席者一覧（敬称略） 

令和 3 年 12 月 23 日 

○消費者庁 

吉田
よ し だ

 恭子
きょうこ

 消費者政策課長 

落合
おちあい

 英
ひ で

紀
き

 消費者政策課 企画調整官 

矢花
や ば な

 弘
ひ ろ

嵩
た か

 消費者政策課 政策企画専門職 

 

○関係行政機関（国・地方） 

清川
きよかわ

 敏
と し

幸
ゆ き

 警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課 課長補佐 

末富
すえとみ

 啓一
けいいち

 警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課 係長 

小神
お が み

 千
ち

夏子
か こ

 経済産業省消費経済企画室 課長補佐 

守田
も り た

 雅子
も と こ

 東京都消費生活総合センター相談課 相談担当 課長代理 

永吉
ながよし

 香奈
か な

世
よ

 東京都消費生活総合センター相談課 消費生活相談員 

 

○事業者団体 

石川
いしかわ

 康博
やすひろ

 公益社団法人日本通信販売協会 消費者相談室長 

岸原
きしはら

 孝
た か

昌
ま さ

 一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム 専務理事 

寺田
て ら だ

 眞
し ん

治
じ

 一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム 常務理事 

佐藤
さ と う

 俊
と し

幸
ゆ き

 一般社団法人日本アフィリエイト協議会 理事 

 

○消費者相談関係団体等 

沢田
さ わ だ

 登志子
と し こ

 一般社団法人 EC ネットワーク 理事 

原田
は ら だ

 由里
ゆ り

 一般社団法人 EC ネットワーク 理事 

 

○オブザーバー 

五味
ご み

 崇
たかし

 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社政策研究事業本部 主任研究員 

白藤
しらふじ

 薫
かおる

 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社政策研究事業本部 主任研究員 

丸山
まるやま

 知美
と も み

 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社政策研究事業本部 研究員 

飯田
い い だ

 周作
しゅうさく

 独立行政法人国民生活センター相談情報部相談第 2課 課長補佐 

玉木
た ま き

 祐
ゆ う

介
す け

 独立行政法人国民生活センター相談情報部相談第 2課 

平井
ひ ら い

 千尋
ゆきひろ

 独立行政法人国民生活センター相談情報部相談第 2課 

藤川
ふじかわ

 美
み

夏
か

 独立行政法人国民生活センター相談情報部相談第 2課 

川上
かわかみ

 毬子
ま り こ

 独立行政法人国民生活センター相談情報部相談第 3課 

長島
ながしま

 淳史
あ つ し

 株式会社エウレカ 政府渉外・公共政策部長 

伊香賀
い こ う が

 淳
じゅん

 株式会社タップル 経営管理 

小野
お の

 静
し ず

香
か

 株式会社サイバーエージェント 広報 

藍澤
あいざわ

 啓人
け い と

 株式会社ネットマーケティングメディア事業本部サービス推進部 マネージャー 

 


